
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  年末調整、今年はここに注意 

Ｑ：今年も年末調整の時期がやってきまし

たが、注意すべき点はありますか？  

 

Ａ：住宅ローン控除関係で改正された点が

ありますので、その点に注意してください。 

【解説】 

今年度の年末調整は、昨年と大きく変わると

ころはありませんが、住宅ローン控除関係で改

正された点がありますので、その点に注意して

おきましょう。 

①  平成２０年度に確定申告した者 

 給与所得者が住宅ローン控除やバリアフリ

ー改修促進税制、省エネ改修促進税制の適用を

受ける場合、初年度は確定申告が必要ですが、

適用２年目からは年末調整で控除を受けるこ

とができることとなっています。したがって、

平成２０年分までの確定申告で、これらの控除

を受ける申告をした給与所得者については、年

末調整でこれらの控除が受けられることとな

りますので、間違いのないようにしなければな

りませんが、年末調整でこれらの控除を受ける

場合には、適用を受けようとする者から「給与

所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に「年

末調整者の住宅借入金等控除証明書」及び「住

宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

を添付したものを提出してもらわなければな

りませんので、忘れないようにしてください。 

②  今年度に住宅等の取得をした者 

 なお、今年度に住宅等を取得してこれらの特

例の適用を受けようとする人については、確定

申告をしなければなりませんので、その旨を伝

えて、申告するように指導してあげてください。 
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